
ことら送金サービスご利用規定 
 
 
本利用規定（以下「本規定」といいます。）は、「ことら送金サービス」の利用条件等を定めるも

のです。本規定およびひびしんアプリご利用規定（以下「ひびしんアプリ規定」といいます。）、ひび
しんインターネットバンキングご利用規定（以下「ＩＢ規定」といいます。）のほか、当金庫が別途
定める各種関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用く
ださい。 
 
第１条 (ことら送金サービス) 
ことら送金サービスとは、お客さまのインターネットに接続および閲覧可能な端末（以下「スマ

ートフォン等」といいます。）にインストールされた当金庫指定のアプリ（以下「本アプリ」といい
ます。）を利用して、お客さまの指定する普通預金口座（以下「送金指定口座」といいます。）からお
客さまの指定する送金資金を引き落としのうえ、お客さまの指定するアカウント（当金庫の本支店の
預金口座または当金庫の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座または他の金融機関もしくは
資金移動業者が送金サービスを提供するためにお客さまごとに開設されるアカウント（以下「資金移
動アカウント」といいます。）をいいます。以下同じです。）に対して、国内円での送金（以下、かか
る送金を「ことら送金」といいます。）を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントからお客
さまの指定する預金口座（以下「入金指定口座」といいます。）に対して国内円での送金が行われる
場合において、当金庫が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれる
ものとします。 
 
第２条 (対象取引等) 
１．ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント（送金指定口座および入金

指定口座を含みます。）間の取引のみを対象とします。 
（１）個人（個人事業主を除く）が開設したアカウントであること 
（２）国内居住者が開設したアカウントであること 
（３）アカウントが預金口座の場合は普通預金、貯蓄預金および当座預金のいずれかであること 
２．ことら送金サービスの 1回あたりの送金上限額は１０万円とします。 
３．第１項の規定にかかわらず、ことら送金サービスのうち、「特定用途送金」に関する事項につ

いては、以下のご留意事項に定めるとおりとします。 
  特定用途送金に関する留意事項：https://www.cotra.ne.jp/manual/tokutei_ryuui.pdf 
  ※特定用途送金の概要につきましては、株式会社ことらのＷＥＢサイトをご参照ください。 

 
第３条 (ことら送金の依頼) 
１．ことら送金の依頼を行う場合は、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。 
２．預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、本アプリ上において、次に掲げる事項を正

確に入力または確認してください。 
（１）送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替

するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス 
（２）送金額 
（３）アカウント名義人名 
（４）その他当金庫所定の事項 
３．資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、本アプリ上において、次に掲げる

事項を正確に入力または確認してください。 
（１）送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューＩＤ、その他アカウントを特定する

ための必要な事項（以下「バリューＩＤ等」といいます。）またはあらかじめバリューＩＤ等
に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス（以下、前項第１号
および本号に規定する電話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符
号」といいます。） 

（２）送金額 
（３）アカウント名義人名 
（４）その他当金庫所定の事項 
４．前２項に基づく入力により本アプリ上に受取人（送金先であるアカウントの保有者をいいま

す。以下同じです。）の名称が表示されますので、当該受取人の名称およびアカウント代替符号
（アカウント代替符号を入力する場合に限ります。）に誤りがないかを事前に確認のうえ、こと
ら送金の依頼を行ってください。 

https://www.cotra.ne.jp/manual/tokutei_ryuui.pdf


５．前３項に定めることら送金の依頼内容について、本アプリへの誤入力があったとしても、こ
れによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

 
第４条 (送金契約の成立) 
１．ことら送金に係る送金契約は、当金庫が第３条第４項の依頼を承諾し、送金資金を送金指定

口座から引き落としたときに成立するものとします。 
２．前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当金庫は、ことら送金の依頼内容を本ア

プリ上に表示するものとし、かかる本アプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載し
た受付書等の書面の発行はいたしません。 

 
第５条 (送金通知の発信) 
１．ことら送金に係る契約が成立した場合、当金庫は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼

日当日（事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。）に、送金先の金融機関または資金
移動業者宛てに送金通知を発信します。 

２．当金庫が前項に基づく送金通知を発信しても、送金先の金融機関もしくは資金移動業者また
は受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。 

３．本アプリ上で入金完了の表示がなされた場合であっても、当金庫が第１項に基づく送金通知
を発信したものの、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送
金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指
定口座にお戻しいたします。 

 
第６条 (メッセージ機能) 
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人

に対して当金庫所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関また
は資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合が
あります。 
 
第７条 (利用停止) 
１．第３条に基づくことら送金の依頼の手続において、本アプリ上に受取人の名称が表示された

にもかかわらず、当金庫所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金
サービスの利用を停止することがあります。 

２．前項のほか、第３条に基づくことら送金の依頼の手続において、当金庫所定の回数を超えて
当金庫所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがありま
す。 

３．前２項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当金庫所定の手続を
行う必要があります。 

４．本規定に違反したとき等利用状況等に鑑み、当金庫が必要と認めたときにはことら送金サー
ビスの利用を停止することがあります。 

 
第８条 (取引内容の照会等) 
１．ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われ

ていない場合は、速やかに当金庫に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資
金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。 

２．当金庫が発信した送金通知について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった
場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してくださ
い。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があ
った場合には、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

 
第９条 (送金依頼の取消し、変更等) 
１．ことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。 
２．お客さまは、ことら送金の依頼内容に誤りがあった場合には、受取人との間でこれを解決す

るものとし、当金庫は責任を負いません。 
 
第１０条 (通知・照会の連絡先) 
１．ことら送金サービスについてお客さまに通知または照会をする場合は、送金指定口座または

入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。 
２．前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会す



ることができなくても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 
 
第１１条 (入金指定口座への入金) 
１．お客さまは、本アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登

録することができます。この場合、当金庫は、アカウント代替符号を指定する方法によって行
われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。 

２．アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場
合であって、当該入金に伴ってお客さま宛てのメッセージを受信した場合は、当金庫は、当該
メッセージを当金庫所定の方法により表示するものとします。 

 
第１２条 (利用時間) 
ことら送金サービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内とします。なお、やむを得ず、当

金庫はお客さまに事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、送金先または送金
元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用が
できない場合があります。 
 
第１３条 (不正利用の調査等) 
１．当金庫は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報（アカ

ウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得したお客さまの情報を含みます。以下
本条において同じです。）を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者ならびに
これらのお客さまに対して提供する場合があります。 

２．当金庫は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報（他の
金融機関および資金移動業者のお客さまの情報を含みます。）を、業務上必要な範囲で利用する
場合があります。 

３．お客さまがことら送金サービスの不正利用等があったことを認知されたときは、速やかに当
金庫へご連絡下さい。 

 
第１４条 (免責規定等) 
次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生

じた損害について、当金庫は責任を負いません。 
１．災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき 
２．当金庫または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講

じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき 
３．当金庫以外の金融機関または資金移動業者等第三者の責に帰すべき事由があったとき 
４．利用者が預金口座から誤って取引を行い、（なお、依頼内容の誤入力を含みます。）あるいは

二重に取引を行った場合等、当金庫の責めに帰すべき事由でないもの 
５．当金庫は、ことら送金サービスを利用して販売または提供される商品またはサービス等につ

いて一切の責任を負わないものとします。 
 
第１５条 (譲渡、質入れの禁止) 
本規定に基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。 

 
第１６条 (規定の準用) 
本規定に定めのない事項については、ひびしんアプリ規定、ＩＢ規定、各種預金規定、キャッシ

ュカード規定、口座振替規定等、関係する各規定の定めにより取扱います。 
本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。 

 
第１７条 (規定の変更) 
本規定は、民法第５４８条の４の規定により、金融情勢の状況の変化、その他相当の事由がある

と認められる場合には、変更できるものとします。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびに
その効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当金庫ホームページへの掲載による公表その他
相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 
 

以 上 
(２０２６年４月１日現在) 


